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税
金
・
保
険
・
年
金

令
和
3
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
」第
３
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
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線
3
7
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7
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7
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令
和
3
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
3
期
納
期
限
は
9
月
30
日

（
木
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

第
三
者
行
為（
交
通
事
故
な
ど
）

に
よ
る
ケ
ガ
で
国
保
を
使
用
す

る
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
！

問
国
民
健
康
保
険
課
給
付
係

☎  

内
線
３
７
２
６

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者（
他
人
）

か
ら
傷
害
を
受
け
た
場
合
で
も
国

保
で
治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

本
来
、第
三
者
行
為
に
よ
る
医
療

費
は
、加
害
者
が
全
額
負
担
す
る
こ

と
が
原
則
で
す
。国
保
が
立
て
替
え
、

後
で
国
保
が
加
害
者
に
請
求
し
ま

す
の
で
、必
ず
国
保
に
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、加
害
者
と
の
示
談
を
済

ま
せ
た
と
き
、勤
務
中
や
通
勤
途
中

で
の
事
故
、飲
酒
運
転
や
無
免
許
の

不
法
行
為
に
よ
る
事
故
は
、国
保
で

治
療
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
沖
縄
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
傷
病
手
当

金
の
支
給
申
請

問
国
民
健
康
保
険
課
長
寿
い
き

い
き
係

☎  

内
線
３
７
１
２・
３
７
２
７

　

適
用
期
間
が
９
月
30
日（
木
）に

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

●
支
給
対
象
者

①
浦
添
市
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
、ま
た
は
発
熱
等
の
症

状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
て
仕
事

が
で
き
な
か
っ
た
人（
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
人
に
限
る
）

③
４
日
以
上
仕
事
を
休
ん
で
い
る

人④
仕
事
が
で
き
な
い
期
間
に
給
与

の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
人

●
支
給
対
象
期
間　
就
労
が
で
き

な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
４

日
目
以
降
就
労
が
で
き
な
い
期
間

●
支
給
額
（
直
近
の
継
続
し
た
３

か
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
÷

就
労
日
数
）×
⅔
  ×
日
数（
労
務
に

服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

-

３
日
間
）

●
適
用
期
間　
令
和
２
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
３
年
９
月
30
日
の
間

で
療
養
の
た
め
、労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
期
間（
た
だ
し
、入

院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
最
長
１

年
６
か
月
ま
で
）　

令
和
３
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
係
る
国
民
健
康

保
険
税・後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
減
免
申
請

問
国
民
健
康
保
険
課
国
保
税

第
1
係

☎  

内
線
３
７
２
０
〜
３
７
２
５

問
国
民
健
康
保
険
課
長
寿
い
き

い
き
係

☎  

内
線
３
７
２
７・
３
７
１
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
流
行
に
伴
い
、次
の
要
件
に
該
当

す
る
人
は
、申
請
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

が
減
免
と
な
り
ま
す
。

●
対
象
者
１

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、主
た
る
生
計
維
持
者
が
死

亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た

世
帯
の
人

所
得
要
件　
な
し

減
免
率　
全
額
免
除

●
対
象
者
2

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、主
た
る
生
計
維
持

者
の
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世

帯
の
人
で
、次
の
①
～
③
の
全
て
に

該
当
す
る
人

①
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
、

収
入
の
種
類
ご
と
に
見
た
本
年
の

収
入
の
い
ず
れ
か
が
、令
和
２
年
に

比
べ
て
10
分
の
３
以
上
減
少
す
る

見
込
み
で
あ
る
こ
と

②
令
和
２
年
の
所
得
の
合
計
が
１

千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類

の
所
得
以
外
の
令
和
２
年
の
所
得

の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と

所
得
要
件　
あ
り

減
免
率　
一
部
を
減
額

申
請
の
際
は
所
得
要
件
や
必
要
書

類
が
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
係
る
国
民
健
康
保
険
税・後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
徴

収
猶
予

問
国
民
健
康
保
険
課
国
保
税

第
２
係

☎  

内
線
３
７
２
０
〜
３
７
２
５

問
国
民
健
康
保
険
課
長
寿
い

き
い
き
係

☎  

内
線
３
７
２
７・３
７
１
２

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、法
令
等
に
基

づ
き
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

申
請

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎  

内
線
3
1
1
1
〜
3
1
1
6

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

※
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

給
中
で
、引
き
続
き
支
給
要
件
を
満

た
し
て
い
る
人
は
手
続
き
不
要
。

支
給
基
準
額　
月
額
５
０
３
０
円

※
受
給
し
て
い
る
年
金
の
種
類
、

保
険
料
納
付
済
期
間
、免
除
期
間
、

等
級
に
よ
り
増
減
し
ま
す
。

支
給
要
件

①
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
で
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得
額

の
合
計
が
88
万
１
２
０
０
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
中
で
前
年
所
得
が
4
7
2

万
１
千
円
以
下

請
求
書
の
提
出
方
法

①
令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
、老

齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

中
で
、年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

支
給
が
な
い
場
合
で
支
給
要
件
に

該
当
す
る
人
は
、８
月
末
頃
に
請
求

書
が
届
き
ま
す
の
で
、必
要
事
項
を

記
入
し
て
、日
本
年
金
機
構
へ
送
り

返
し
て
く
だ
さ
い
。

②
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

認
定
請
求
を
新
た
に
行
う
場
合
は
、

市
役
所
で
認
定
請
求
と
同
時
に
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
か
た

る
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
、

市
役
所
の
職
員
が
、口
座
番
号
や
暗

証
番
号
を
聞
い
た
り
、手
数
料
等
の

金
銭
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。▲年金生活

者支援給付
金に関する厚
生労働省　
特設サイト

だ
さ
い
。

高
齢
者
の
た
め
の
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
高
齢

福
祉
係

☎  

内
線
３
５
６
７

　

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
高
齢
者

の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
て
い
ま

す
。

●
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

夕
食
の
お
弁
当
を
高
齢
者
の
自

宅
へ
配
達
す
る
こ
と
で
、安
否
確
認

（
見
守
り
）を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
安
否
確
認
を
必
要
と
す

る
65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
、高
齢
や
疾
病
等
の
理
由

で
食
事
の
調
理
や
手
配
が
困
難
な

人費
用　
１
食
3
0
0
～
5
0
0
円

（
課
税
状
況
・
食
事
内
容
に
よ
り
金

額
が
異
な
り
ま
す
）

●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

　

急
病
や
事
故
な
ど
緊
急
の
際
、簡

単
な
操
作
で
外
部
に
通
報
で
き
る

機
器
を
設
置
し
、日
常
生
活
の
安
全

を
確
保
し
ま
す
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢

者
の
み
の
世
帯
で
疾
病
等
が
あ
り
、

日
常
生
活
に
注
意
を
要
す
る
人

●
高
齢
者
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

　

リ
フ
ト
付
車
両
に
よ
り
自
宅
か

ら
医
療
機
関
ま
で
の
送
迎
を
行
い

ま
す
。

対
象
者

60
歳
以
上
の
在
宅
の
人

で
、車
い
す
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を

必
要
と
し
、一
般
の
交
通
機
関
を
利

用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人

に
貢
献
さ
れ
た
高
齢
者
の
皆
さ
ん

に
感
謝
と
敬
意
を
表
し
祝
金
を
贈

り
ま
す
。

対
象
者　
カ
ジ
マ
ヤ
ー（
大
正
14
年

1
月
24
日
～
大
正
15
年
2
月
12
日

生
ま
れ
の
人
）、新
百
歳（
大
正
10
年

4
月
1
日
～
大
正
11
年
3
月
31
日

生
ま
れ
の
人
）

※
令
和
3
年
4
月
1
日
に
浦
添
市

に
居
住
し
、住
民
登
録
し
て
い
る
人

が
対
象
で
す
。た
だ
し
、令
和
3
年

9
月
1
日
以
前
に
死
亡
ま
た
は
市

外
転
居
し
た
場
合
は
対
象
外
。

支
給
祝
金
額　
カ
ジ
マ
ヤ
ー（
3
万

円
）、新
百
歳（
5
万
円
）

※
支
給
は
9
月
を
予
定
し
て
い
ま

す
。対
象
者
に
は
8
月
上
旬
に
申
請

書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
ご
存

知
で
す
か
？

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
４
１

　

緊
急
時
、駆
け
つ
け
た
救
急
隊
員

が
い
ち
早
く
医
療
情
報
を
入
手
し
、

迅
速
な
救
命
処
置
・
治
療
に
つ
な
げ

る
こ
と
を
目
的
に
救
急
医
療
情
報

キ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
の
①
65
歳
以
上

の
高
齢
者
②
障
が
い
者
③
健
康
上

不
安
を
抱
え
て
い
る
人

費
用　
無
料

申
請・配
布　
い
き
い
き
高
齢
支
援

課
、障
が
い
福
祉
課
、市
内
各
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

※
医
療
情
報
に
変
更
が
あ
っ
た
時

に
は
、申
請
時
に
配
布
す
る
医
療
情

報
用
紙
の
内
容
を
書
き
換
え
て
く

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
３
１
〜
３
５
３
４

10
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
、初
め
て
の
人
を
優
先

申
込
方
法　
い
き
い
き
高
齢
支
援

課
へ
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入

　

各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
受
け

付
け
終
了
し
ま
す
。ま
た
、筋
ト
レ

教
室
参
加
の
前
に
実
施
す
る
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、教
室
の
開
催
期
間

等
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間　
２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用
１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

〇
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ムV
IV

ID

〇
Ａ
Ｎ
Ａ
ま
じ
ゅ
ん
ら
ん
ど
浦
添

〇
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
・
浦
添
バ
ー

ク
レ
ー（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

敬
老
祝
金
の
贈
呈

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
高
齢

福
祉
係

☎  

内
線
３
５
６
７

　

こ
れ
ま
で
多
年
に
わ
た
り
社
会

●
在
宅
介
護
手
当
支
給
事
業

　

６
か
月
以
上
継
続
し
て
寝
た
き

り
や
認
知
症
の
状
態
に
あ
る
高
齢

者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
介
護

者
に
対
し
、月
額
５
千
円
の
介
護
手

当
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者　
在
宅
で
生
活
す
る
65
歳

以
上
の
要
介
護
高
齢
者（
要
介
護
３

～
５
）を
介
護
す
る
人
で
、世
帯
に

お
け
る
前
年
の
最
多
所
得
が
１
千

万
円
未
満
の
人（
本
人
お
よ
び
介
護

者
）

※
訪
問
調
査
が
必
要
な
事
業
も
あ

り
ま
す
の
で
、ご
利
用
を
希
望
す
る

場
合
は
、事
前
に
担
当
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
、詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
日

常
生
活
用
具
給
付
事
業

問
障
が
い
福
祉
課

☎  
内
線
３
５
６
４

問
沖
縄
県
南
部
保
健
所

☎
（
８
８
９
）６
９
４
５

　

在
宅
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
児
童
が

よ
り
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
、電
気

式
た
ん
吸
引
器
や
吸
入
器
等
を
給

付
し
て
い
ま
す
。

　

事
前
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、ま

ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
の
収
入
に
応
じ
て
購
入
費

用
の
一
部
負
担
が
あ
り
ま
す
。

※
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助

成
制
度
に
つ
い
て
は
沖
縄
県
南
部

保
健
所
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号

民生委員・児童委員募集！
浦添市民生委員児童委員連絡協議会
☎（877）8278

問い合わせ

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、社会福祉を
推進するため様々な活動を行う、地域で一番身近な相談・支援のボラ
ンティアです。地域の困り事や心配事の相談、登下校の見守りや声掛
け、高齢者や子育て家庭の訪問などを行い、支援を必要としている人
を行政や専門機関へつなぐ「橋渡し役」となります。
　現在、定員133人のうち41人不足しており、市では委員になってい
ただける人を募集しています。お住まいの地域の福祉に理解があり、
活動に興味のある人はお問い合わせください。

▼各中学校区の不足状況

浦添中学校区

仲西中学校区

神森中学校区

港川中学校区

浦西中学校区

8人（定員29人）

14人（定員32人）

3人（定員28人）

11人（定員28人）

5人（定員16人）

区域 募集人数（定員数）

　現在、定員133人のうち41人不足しており、市では委員になってい
ただける人を募集しています。お住まいの地域の福祉に理解があり、
活動に興味のある人はお問い合わせください。

8人（定員29人）

14人（定員32人）

3人（定員28人）

11人（定員28人）

5人（定員16人）

募集人数（定員数）

最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。




